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お知らせ

　　

お
子
さ
ん
の
母
子
(親
子
)健
康
手
帳
を

確
認
し
、ま
だ
受
け
て
い
な
い
予
防
接
種
が

あ
る
場
合
は
受
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、受
け
る
場
合
は
か
か
り
つ
け
の
医

療
機
関
に
予
約
し
て
か
ら
受
け
ま
し
ょ
う
。

※
法
定
外
の
予
防
接
種
は
、
料
金
が
か
か

る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
政
策
課
健
康
危
機
対
策
係

　
　
　
（
２
３
）８
９
７
５

　

介
護
者
同
士
の
励
ま
し
あ
い
や
助
け
合

い
は
、
介
護
の
上
で
大
き
な
力
と
な
り
ま

す
。

　

こ
の
研
修
会
で
介
護
者
同
士
で
の
情
報

交
換
や
大
野
先
生
の
お
話
し
を
聞
い
て
認

知
症
に
つ
い
て
学
び
、
介
護
に
活
か
し
ま

し
ょ
う
。

●
日　

時　

３
月
22
日
(木
)

　

午
前
11
時
〜
午
後
３
時
30
分

●
場　

所　

大
田
原
保
健
セ
ン
タ
ー

●
内　

容

①
交
流
会（
午
前
11
時
〜
）

②
研
修
会（
午
後
１
時
30
分
〜
）

・「
認
知
症
の
方
が
地
域
で
暮
ら
し
て
い

　

く
た
め
に
」

　

認
知
症
の
基
礎
知
識
、
介
護
・
生
活
上

　

の
ア
ド
バ
イ
ス
、
介
護
し
て
い
る
方
へ

　

の
ア
ド
バ
イ
ス
、最
新
治
療
な
ど

・
講
師　

那
須
高
原
病
院（
精
神
科
常
勤
医
）

　

大
野　

篤
志　

先
生

●
定　

員　

30
人

●
参
加
費　

昼
食
代（
実
費
）

●
申
込
方
法

　

２
月
15
日（
水
）か
ら
３
月
９
日（
金
）ま

　

で
に
、
左
記
ま
で
申
し
込
み
。定
員
に
な

　

り
次
第
締
め
切
り
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
齢
い
き
が
い
課
基
幹
型
支
援
セ
ン
タ
ー
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
５
７

　

大
田
原
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
生
き
が
い
づ
く
り
事
業
と
し
て
、
毎
年

保
健
セ
ン
タ
ー
内
で
高
齢
者
作
品
展
示
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。昨
年
は
65
人
の
作

品
、約
１
４
０
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

今
年
も
ぬ
り
え
・
折
り
紙
・
手
芸
作
品

な
ど
、
ほ
ほ
え
み
セ
ン
タ
ー
や
公
民
館
活

動
、
文
化
祭
な
ど
で
未
発
表
の
作
品
を
募

集
し
ま
す
。作
品
の
搬
入
に
つ
い
て
は
、
お

住
ま
い
の
地
区
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ぜ
ひ
、
日
ご
ろ
の
作
品
制
作
の
発
表
の

場
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
募
集
期
間

　

３
月
19
日（
月
）〜
30
日（
金
）

●
展
示
予
定
期
間

　

４
月
２
日（
月
）〜
13
日（
金
）

●
展
示
場
所

　

大
田
原
保
健
セ
ン
タ
ー
入
口
ホ
ー
ル

■
問
い
合
わ
せ

　

中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
大
田
原
小
学
区
・
紫
塚
小
学
区
・
金

　

田
北
・
金
田
南
）

　
　
　
（
２
０
）１
０
０
１

　

西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
西
原
小
学
区
・
親
園
・
野
崎
・
佐
久
山
）

　
　
　
（
２
０
）２
７
１
０

　

東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
湯
津
上
・
黒
羽
）

　
　
　
（
５
３
）１
８
８
０

　

３
月
31
日
ま
で
は
入
院
の
際
の
み「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
利

用
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
４
月
１
日
か

ら
は
、
外
来
診
療
に
お
い
て
も
利
用
で
き
、

同
一
医
療
機
関
で
同
一
月
の
窓
口
で
の
医

療
費
の
支
払
い
が
、
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
に
な
り
ま
す
。

　

70
歳
未
満
の
方
お
よ
び
70
歳
以
上
で
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
被
保
険
者
証

と
併
せ
て
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」を
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

提
示
す
る
こ
と
で
、
外
来
診
療
の
際
も
、
医

療
費
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
り
ま
す
。（
保
険
料
に
滞
納
・
未
納
が

あ
る
方
に
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。）

　

70
歳
以
上
で
住
民
税
課
税
世
帯
の
方
は
、

従
来
通
り
の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。70
歳

以
上
75
歳
未
満
の
方
は
被
保
険
者
証
と
高

齢
受
給
者
証
、75
歳
以
上
の
方
は
被
保
険
者

証
を
医
療
機
関
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

●
外
来
診
療
自
己
限
度
額

■
問
い
合
わ
せ

　

国
保
年
金
課
国
保
医
療
係

　
　
　
（
２
３
）８
８
５
７

３
月
１
日
〜
７
日
は「
子
ど
も

予
防
接
種
週
間
」で
す

作
品
を
発
表
し
て
み
ま
せ
ん
か

高
齢
者
作
品
展
示
会
作
品
募
集

介
護
者
交
流
会
・
研
修
会

４
月
１
日
か
ら
、外
来
診
療
も

窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す

区　分 外来診療の自
己負担限度額

被保険者証
「３割｣の場合(課税）

被保険者証
「１割｣の場合(課税）

被保険者証
「１割｣の場合(非課税）

1万 2000 円

8000 円

4 万 4400 円

区　分 外来診療の自己負担限度額

3 万 5400 円

上位所得者

一般

低所得者

15 万円
医療費が 50 万円を超えた
場合は 15 万円 +(医療費
－50 万円)×1％
8万 100 円
医療費が 26 万 7000 円を
超えた場合は 8万 100 円
+(医療費－26 万 7000 円）
×1％

【70歳以上の方】 【70歳未満の方】


